
  

　 第　46　号　 第　46　号　 第　46　号　 第　46　号

　  　平成26年度長野県一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

　　　(歳入歳出予算の補正）

　　第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13億9,624万3千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,724億7,290

　　  万8千円とする。

　　２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」

　　  による。

　　　(債務負担行為の補正）

　　第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

　　　(地方債の補正）

　　第３条　地方債の変更は、「第３表　地方債補正」による。
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　　第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

1 県 税 196,286,881 744,599 197,031,480

2 事 業 税 35,999,088 744,599 36,743,687

9 国 庫 支 出 金 108,957,755 123,822 109,081,577

1 国 庫 負 担 金 56,673,805 123,822 56,797,627

12 繰 入 金 37,184,805 123,822 37,308,627

2 基 金 繰 入 金 36,701,936 123,822 36,825,758

15 県 債 117,013,000 404,000 117,417,000

1 県 債 117,013,000 404,000 117,417,000

歳 入 合 計 871,076,665 1,396,243 872,472,908

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

歳 　　　　　　　　　入

歳 　　　　　　　　　出



  

7 農 林 水 産 業 費 59,886,779 85,000 59,971,779

3 農 地 費 13,683,242 37,000 13,720,242

4 林 業 費 19,656,387 48,000 19,704,387

8 商 工 費 80,628,774 7,500 80,636,274

2 観 光 費 1,810,723 7,500 1,818,223

9 土 木 費 98,505,189 1,223,743 99,728,932

2 道 路 橋 梁 費 40,015,922 190,000 40,205,922

3 河 川 費 10,295,509 183,600 10,479,109

4 砂 防 費 12,229,530 525,000 12,754,530

6 住 宅 費 6,564,647 325,143 6,889,790

12 災 害 復 旧 費 5,416,951 80,000 5,496,951

3 県単土木施設災害復旧費 78,696 80,000 158,696

歳 出 合 計 871,076,665 1,396,243 872,472,908
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第２表　債務負担行為補正

 追　　加

　　　 事　　　　　　　項 　期　　　　　　　間 限 度 額

千円

平成27年度～平成28年度 15,120

第３表　地方債補正

　応急仮設住宅設置事業

起　債　の　方　法 利 率 償 還 の 方 法

治山事業費 2,698,000 38,000 2,736,000

5.0％

以内

砂防事業費 5,091,000 287,000 5,378,000

現年災害復旧費 1,072,000 79,000 1,151,000

合        計 117,013,000 404,000 117,417,000

１　資　金

　　政府資金、銀行その他

２　方　法

　　普通貸借又は債券発行

　（他の地方公共団体との

  共同発行を含む。）

３　その他

　　発行価格が額面金額を

　下回るときは、それぞれ

　の発行価格差減額を埋め

　るために必要な金額をそ

　れぞれの限度額に加算し

　た金額を限度額とする。

１　政府資金については、

　その融通条件による。

２  銀行その他の資金につ

　いては、その債権者との

　協定による。

起  債  の  目  的

補　正　前　の

限  　度　  額

補　　正　　額

補　正　後　の

限  　度　  額

千円 千円 千円


